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2 0 1 8 年 1 1 月 9 日 

愛媛県高速道路 
交通安全協議会 
ＴＥＬ ( 0 8 9 ) 9 9 7 - 7 2 8 1 
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愛媛県内において、平成 30年 10月 31日～11月８日の９日間で、５件の交通死亡事故が

発生したことにより、「交通死亡事故多発緊急事態宣言」が発令されました。 

※交通死亡事故発生状況（平成 30年 10月 31日～11月８日） 

 発生日時・場所 
道  路 
道路形状 
事故類型 

当  事  者 
被害 
程度 

1 
10月 31日（水） 
午前 10時33分ころ 
松山市上難波 

県 道 
直線道路 
車両単独 
（転倒） 

自転車     81歳 男性 死亡 

  

2 
11月５日（月） 
午前７時59分ころ 
今治市玉川町 

国道 317号 
直線道路 
人対車両 
（横断中） 

普通乗用自動車 45歳 女性 なし 

歩行者     91歳 男性 死亡 

3 
11月６日（火） 
午後０時03分ころ 
新居浜市東田 

国道 11号 
交差点 
車両相互 
（出合頭） 

軽四乗用自動車 63歳 女性 なし 

自転車     65歳 女性 死亡 

4 
11月７日（水） 
午前３時30分ころ 
新居浜市多喜浜 

県 道 
交差点 
車両相互 
（その他） 

普通乗用自動車 21歳 男性 なし 

原動機付自転車 16歳 男性 死亡 

5 
11月８日（木） 
午後３時30分ころ 
松山市食場 

私 道 
カーブ 
車両単独 
（転倒） 

軽四貨物自動車 70歳 男性 死亡 

  

※11/８現在 本年の交通事故死者数 46人(前年比-19人)うち、高齢死者数 29人(全体の 63％) 

○11月中の死亡事故の特徴 
・高齢者関与の事故が多発！ 
・原因は漫然運転！ 
・歩行者、自転車被害が多発！ 
 

 

※ この広報紙は、ホームページにも掲載しています。 

夕暮れの時間が早くなっています。 
早めのライト点灯！ 
緊張感を持った運転を！ 

ハンドルを握ることは、大切な命も握っています！ 

５分早めの出発 ５キロ減速走行！ 

心と時間にゆとりをもって運転を！ 


